
問合先 支え合い協働推進課（☎ 76‐1629　土・日・祝休み）
   　       市民活動センター（☎ 74‐4011　日・月休み）

市民だけ、行政だ
けでは解決できな
いまちの課題があ
ります。

お互いに課題解決
のための事業提案
をします。

提案書・公開ヒアリン
グなどの審査で事業
化を決定します。

市民（市民活動団体）と行政
で事業の詳細について協議
し、一緒に事業を行います。

協働提案事業化制度とは？

募集期間 ４月 1日㈬～ 5月 25日㈪必着

応募資格

協働事業の提案を募集します
令和３

年度に実施する

① 小牧市市民活動推進条例に基づく「市民活動団体」として登録していること
▼登録要件    市民活動を行うことを目的とした団体で、　　

　　・３人以上の会員を有していること    ・主に市内で活動している、または活動の拠点が市内であること ・代表者や運営方法が、定款、規約、会則等で決まっていること

② 「まちを育む 市民と行政の協働ルールブック」 に定める事項を遵守できる団体
③ 提案事業の契約を有効に締結できる団体

２つの
提案タイプ

※提出前に事前にご相談ください。
※詳細は上記窓口、東部・味岡・
北里の各市民センターに設置の
募集要項またはこちら→

提出書類 市民提案型『きらめき』
① 協働事業提案書（様式第１）　② 収支予算書（様式第２）
③ 団体概要書（様式第３）
行政提案型『はばたき』
① 協働事業提案書（様式第７） ② 団体概要書（様式第３）

提出先 支え合い協働推進課または市民活動センター

市民提案型 きらめき
市民（市民活動団体）から市へ
協働事業を提案するタイプ。

市から市民（市民活動団体）へ
協働事業を提案するタイプ。

行政提案型 はばたき

【協働団体募集事業（全 3事業）】
 ・史跡小牧山清掃事業（小牧山課）　
 ・交通安全教室の実施、啓発事業（市民安全課）　
 ・「一箱古本市」の開催事業（図書館）

★★

情報情報情報

問合先 ごみ政策課（☎ 76‐1187）

小牧市環境
キャラクター
「エコリン」

事故を未然防止するためにも適正排出
にご協力お願いします！

からのお知らせ
令和２年４月１日から
　　　　　　スプレー缶類は穴開け不要となります！！

必ず中身を使い切ってください
スプレー缶によってガス抜きの方法が異なります。
詳細は日本エアゾール協会ホームページ
（https://www.aiaj.or.jp/）でご確認ください。

必ず透明袋（危険ごみ）に入れてください
スプレー缶や、デジタルカメラや電動シェーバーなどの
バッテリー内蔵製品は、収集時に発火する恐れがあるた
め、白・赤・緑袋には絶対に入れないでください。

出し方の注意

11

22 ××○○

缶を振って中身の有無
を確認しましょう！

正しい出し方

②缶を振って
　中身を確認

③屋外で付属の
ガス抜きキャップで
ガスを出し切る

⑤危険ごみとして
資源回収場所へ出す

①使い切る
※中身が使い切れないものについては、ごみ政策課（本庁舎２階）または各資源回収ステーションへお持ち込みください。

④穴を開けずに
中身の見える
透明袋に入れる
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問合先　国民年金       （市民窓口課 ☎ 76‐1124）
   　      国民健康保険 （保険医療課 ☎ 76‐1123）
　　　　後期高齢者医療制度・福祉医療
                               （保険医療課 ☎ 76‐1128)

後期高齢者医療制度 75 歳（一定の障がいのある人は65歳）以上の方が加入する医療保険制度です。

福祉医療 医療費（保険診療）の自己負担分を助成する制度です。

事例 区分 必要な手続き 必要なもの
就職
国民年金（20 歳から 60 歳未満）や
国民健康保険に加入していた方が会
社などに就職し、被用者年金や被用
者保険に加入した場合

国民健康保険 喪失の届出
・国民健康保険証
・会社などで交付された健康保険証（被扶養  
  者分を含む）

国民年金 市役所の窓口での手続きは不要です。

退職
被用者年金や被用者保険に加入して
いた方が、その会社などを退職した
場合
※被扶養者も含み、退職と同時に別の
会社などに就職し、被用者年金や被
用者保険に加入した場合を除く。
※厚生年金加入者が 65歳になった時
点で、被扶養者となっている 60歳
未満の配偶者は、国民年金の手続
きが必要です。

国民健康保険
加入の届出
（被用者保険の任意継続健康保険に加入
する方の手続きは不要です。）

・印鑑
・顔写真付きの本人確認書類（運転免許証など）
・社会保険喪失連絡票
・世帯主などの金融機関の預金通帳と金融
機関届出印またはキャッシュカード

国民年金 加入の届出
（20歳から 60歳未満の方）

・社会保険喪失連絡票
・年金手帳
・印鑑

引越し
国民年金（1号被保険者 )、国民健康
保険に加入している方が住民登録の
住所を異動（住所変更 )した場合
※国外へ転出・国外から転入する場
合も届出が必要です。

国民健康保険 加入・喪失・住所変更の届出

・顔写真付きの本人確認書類（運転免許証など）
・印鑑（転入、市内転居の場合）
・世帯主などの金融機関の預金通帳と金融　   
機関届出印またはキャッシュカード（転
入などの場合）

・国民健康保険証（転出、市内転居の場合）

国民年金
住所変更の届出
（市内転居の場合は原則不要ですが、日
本年金機構にマイナンバーが登録されて
いない場合は、届け出が必要です。）

・年金手帳
・印鑑

事例 必要な手続き 必要なもの

県内市町村からの転入
資格取得（変更・喪失）
の届出

・健康保険証　・印鑑　・限度額適用・標準負担額減額認定証（認定者のみ）
・特定疾病療養受療証（認定者のみ）市内転居

他市町村への転出

県外からの転入 資格取得の届出
・印鑑　　・負担区分等証明書
・前住地発行の健康保険の被扶養者であったことの証明書
・障がい認定証明書・特定疾病受療証明書（認定者のみ）

【主な資格要件】子ども（通院は15歳到達年度末まで、入院は18歳到達年度末まで )、母子・父子家庭（所得要件などあり )、75歳以上の方で、寝たきり（要
介護４・５をお持ちの方で要件あり）、ひとり暮らし高齢者（市民税非課税要件などあり )、障がい者（身体障害者手帳1級から３級、４級から６級の一部、療
育手帳Ａ・Ｂ判定、精神障害者保健福祉手帳１・２級など）

事例 必要な手続き 必要なもの

転入・転出・市内転居 資格の取得・喪失・変更の届出
転入 ・印鑑・加入している健康保険証

・障害者手帳等資格要件のわかるもの

市内転居 ・印鑑・受給者証・加入している健康保険証

転出 ・印鑑・受給者証

加入する健康保険の変更 資格変更の届出 ・印鑑・受給者証・変更後の健康保険証

※その他の手続き（亡くなった場合など）についてはお問い合わせください。　※印鑑はスタンプ印不可です。朱肉をつけて押すものをお持ちください。
※一部の手続きは篠岡支所（東部市民センター内　☎ 79‐8008）でも可能です。

国民健康保険・国民年金 ※国民健康保険の手続きは 14日以内に届け出が必要です。

就職や退職、引越しをする場合は、以下の届出が必要です。

！

新生活のスタートには新生活のスタートには

保険・医療の手続きをお忘れなく
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★★情報情報情報



問合先 支え合い協働推進課（☎ 76‐1629　土・日・祝休み）
   　       市民活動センター（☎ 74‐4011　日・月休み）

市民だけ、行政だ
けでは解決できな
いまちの課題があ
ります。

お互いに課題解決
のための事業提案
をします。

提案書・公開ヒアリン
グなどの審査で事業
化を決定します。

市民（市民活動団体）と行政
で事業の詳細について協議
し、一緒に事業を行います。

協働提案事業化制度とは？

募集期間 ４月 1日㈬～ 5月 25日㈪必着

応募資格

協働事業の提案を募集します協働事業
令和３

年度に実施する

問合先

令令

① 小牧市市民活動推進条例に基づく「市民活動団体」として登録していること
▼登録要件    市民活動を行うことを目的とした団体で、　　

　　・３人以上の会員を有していること    ・主に市内で活動している、または活動の拠点が市内であること ・代表者や運営方法が、定款、規約、会則等で決まっていること

② 「まちを育む 市民と行政の協働ルールブック」 に定める事項を遵守できる団体
③ 提案事業の契約を有効に締結できる団体

２つの
提案タイプ

※提出前に事前にご相談ください。
※詳細は上記窓口、東部・味岡・
北里の各市民センターに設置の
募集要項またはこちら→

提出書類 市民提案型『きらめき』
① 協働事業提案書（様式第１）　② 収支予算書（様式第２）
③ 団体概要書（様式第３）
行政提案型『はばたき』
① 協働事業提案書（様式第７） ② 団体概要書（様式第３）

提出先 支え合い協働推進課または市民活動センター

をします。

市民提案型 きらめき
市民（市民活動団体）から市へ
協働事業を提案するタイプ。

市から市民（市民活動団体）へ
協働事業を提案するタイプ。

行政提案型 はばたき

【協働団体募集事業（全 3事業）】
 ・史跡小牧山清掃事業（小牧山課）　
 ・交通安全教室の実施、啓発事業（市民安全課）　
 ・「一箱古本市」の開催事業（図書館）

★★

情報情報情報

問合先 ごみ政策課（☎ 76‐1187）

小牧市環境
キャラクター
「エコリン」

事故を未然防止するためにも適正排出
にご協力お願いします！

からのお知らせ にご協力お願いします！
令和２年４月１日から
　　　　　　スプレー缶類は穴開け不要となります！！

必ず中身を使い切ってください
スプレー缶によってガス抜きの方法が異なります。
詳細は日本エアゾール協会ホームページ
（https://www.aiaj.or.jp/）でご確認ください。

必ず透明袋（危険ごみ）に入れてください
スプレー缶や、デジタルカメラや電動シェーバーなどの
バッテリー内蔵製品は、収集時に発火する恐れがあるた
め、白・赤・緑袋には絶対に入れないでください。

出し方の注意

11

22 ××○○

缶を振って中身の有無
を確認しましょう！

正しい出し方

②缶を振って
　中身を確認

③屋外で付属の
ガス抜きキャップで
ガスを出し切る

⑤危険ごみとして
資源回収場所へ出す

①使い切る
※中身が使い切れないものについては、ごみ政策課（本庁舎２階）または各資源回収ステーションへお持ち込みください。

④穴を開けずに
中身の見える
透明袋に入れる
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市からの
　お知らせ

小牧岩倉衛生組合ごみ処理基本
計画（案）のパブリックコメント

実施結果

▶実施結果　意見提出：人数 2人、意見 2件
　うち意見として取り扱う人数および意見：2人、
2件
▶閲覧期間　３月 30日㈪～６月 30日㈫
※ただし、組合ホームページは令和３年３月 31日㈬
まで閲覧可能
▶閲覧場所　組合ホームページ、小牧岩倉エコル
センター（管理棟１階情報コーナー）、ごみ政策
課（本庁舎２階）、岩倉市役所環境保全課（３階）

※閉庁時は、組合ホームページのみの閲覧となります。

小牧岩倉衛生組合（☎ 79‐1211）

国民年金保険料が変わります

■ 令和 2年度の国民年金保険料
定額  月額 16,540 円
付加納付 月額 16,940 円

※定額の保険料に加えて付加保険料（月額 400円）を
納めると老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
■ 納付方法
金融機関、コンビニエンスストアなどで納める
方法と、口座振替・クレジットカードによる納付
方法があります。
■ 保険料の前納制度
保険料を 2年度分・1年度分・半年分まとめて
納付すると割引が受けられます。口座振替は他の
納付方法より前納の割引が大きいほか、毎月払い
でも 50円割引になる早割（納付期限より 1カ月
早い振替）があります。
※口座振替・クレジットカードで2年前納をする場
合は、2月末までに申込みが必要です。

※納付書で 2年前納をする場合は、4月以降でも申
込みいただけます。（翌年度末までの前納ができ、
最大で 4月分から翌々年 3月分までの 2年分の前
納が可能です。）
■ 申込み
・付加納付　　　　　　　年金事務所・市役所
・口座振替　　　　　　　金融機関・年金事務所
・クレジットカード納付　年金事務所
・納付書による２年前納　年金事務所・市役所
■ 保険料の納付に困ったときは、免除などについ
てご相談ください

▶免除制度（全額免除・一部免除）
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下
の場合
▶納付猶予制度
50 歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が
一定額以下の場合
▶学生納付特例制度
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

名古屋北年金事務所（☎ 052‐912‐1246）
市民窓口課（☎ 76‐1124）

国民健康保険税率等が変わります
保険医療課（☎ 76‐1123）

生涯にわたって皆さんが安心して医療サービス
を受けられるよう、国保財政の安定した運営を目
指し、平成 30年 3月に改正した「国民健康保険
税条例」に基づき、令和２年度国保税率等を改定
します。
• 社会保険等に加入されたときは、手続きが必要です。
•国民健康保険税のお支払いは、便利な口座振替で！

尾張都市計画事業
小牧南土地区画整理審議会委員選挙

▶選挙人名簿縦覧期間
　4月 10日㈮～23日㈭
▶立候補受付期間
　5月 12日㈫～21日㈭
縦覧および受付
　時間　午前8時 30分～午後5時 15分
※この審議会委員の選挙期日は5月 31日㈰です。

区画整理課（☎ 76‐1160）

小牧市水道事業ビジョン・経営
戦略（案）パブリックコメント

実施結果

▶実施結果　意見提出：人数2人、意見5件
　うち意見として取り扱う人数および意見：2人、
５件
▶閲覧期間　４月１日㈬～６月30日㈫
※ただし、市ホームページは、令和３年３月31日㈬
まで閲覧可能
▶閲覧場所　市ホームページ、上下水道経営課（上
水道管理センター2階）、情報公開コーナー（本
庁舎1階）、東部・味岡・北里の各市民センター

※閉庁時は、市ホームページのみの閲覧となります。

上下水道経営課（☎ 79‐1305）
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議会報告会と市民の意見を聴く会を中止します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月
18日㈯に開催を予定していた議会報告会と市民の
意見を聴く会を中止します。今後の開催については、
開催時期が決まりましたら、改めてお知らせします。

議会事務局（☎ 76‐1168 76‐0360）

「通学路パトロールボランティア」の活動を紹介します

朝や夕方、通学路にいてくれる通称「パトボラさん」
全国で通学中の児童を狙った不審者や交通事故など心配な事案が発生しています。子どもたち

の安全の確保をするためには、保護者や地域の皆さんの協力が不可欠な状況となっています。現在、
小学校区ごとに多くの方が ｢通学路パトロールボランティア」として登録していただいています。

通学路パトロールボランティアの活動とは？
交通量の多い危険な交差点や見通しの悪い道路、人通りの少ない
場所などに立って安全確保をしたり、通学路の道中を付き添うこと
などが主な活動です。（令和2年 2月現在、市内では約 830人が活動中）

本庄小学校区の通学路パトロー
ル活動は、この制度が始まる前年
の平成17年度に、本庄区民の運動
不足解消を目的とした「地域を歩
く取り組み」と「地域貢献の一環
の取り組み」として始まりました。
そして翌平成 18年度からこの制
度が始まり、毎年大勢の方にご登録

いただき、令和元年 12 月現在、市内で最多の 198 人が
登録し、通学路で毎日登下校の見守り活動を行っています。
具体的には通学路を一緒に歩いたり、交差点に立
って横断歩道を一緒に渡ったり、道路に飛び出さな
いように声かけを行っています。暑い日も寒い日も
あって大変ですが、子どもたちが笑顔で学校に通え
るよう活動しています。

一番のやりがいは子どもたちからの「おはよう！」
「ありがとう！」の言葉です。はじめはあいさつでき
ない子がある日、自分からあいさつしてくれたり、
学校を卒業してからもすれ違いざまに「おじさん！」
と声をかけてくれることもあります。そんな時は「や
っていてよかったな」と心から思います。
この活動に「報酬」はありません。でも地域に住
むかわいい子どもたちとおしゃべりができて、　成長
を見守るという何よりの「ごほうび」をもらうこと
ができます。それが私が長年続けている最大の理由
です。このほかにも、朝夕に通学路に立つおかげで、
規則正しい生活のリズムができます。健康保持のた
めにもこの活動を続けていきたいです。

まずは週１日から活動を始めてみませんか？
登録の申し込みは各小学校へお願いします

実際の活動をご紹介します！～本庄小学校区での取り組み～

本庄小学校区通学路
パトロールボランティア
会長　中山亮さん

パトボラさんがいる
から安心だね！

いってらっしゃーい！

　通学路パトロールボラ
ンティアは、目立つ色の
ベストや帽子、腕章など
を着用します。
（※色やグッズなどは学
区によって異なります）
　児童を見守る“目”が
あることを周囲にもア
ピールすることで、不審
者等の抑止にもつながり
ます。

大人が近くにいるから声を
かけるのをやめよう

不審者

問合先　学校教育課（☎76‐1165）

82020
4.1広報

★★情報情報情報


